
 

   

2016 年 2 月 12 日 
 

東大和市 

株式会社イトーヨーカ堂 

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 
 

東大和市とイトーヨーカ堂、セブン‐イレブン・ジャパン 

『地域活性化包括連携協定』を締結 
産業・観光振興、食育や健康づくりの推進、環境対策、地域や暮らしの安全安心、子育て支援、

青少年の育成、高齢者支援、障害者支援、災害対策、等の 10 分野で相互連携開始 
 

 東大和市（尾崎 保夫市長）と株式会社イトーヨーカ堂（東京都、代表取締役社長 最高執行   

責任者〈COO〉亀井 淳）、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（東京都、代表取締役社長最高    

執行責任者〈COO〉井阪 隆一）は、2016 年 2 月 12 日(金)、産業・観光振興、食育や健康づくり

の推進、環境対策、地域や暮らしの安全安心、子育て支援、青少年の育成、高齢者支援、障害者   

支援、災害対策、等の 10 分野において相互の連携を強化し、東大和市内における地域の一層の  

活性化に資するため、『地域活性化包括連携協定』を締結いたします。 
 

記 
 
1. 協定の名称   『地域活性化包括連携協定』 

 

2. 協定締結日    2016 年 2 月 12 日（金） 
 

3. 協定締結の目的 
 

東大和市とイトーヨーカ堂、セブン‐イレブン・ジャパンとの緊密な相互連携と協働に
よる活動を推進することにより、東大和市のより一層の地域の活性化及び市民サービス
の向上を図る 

 

4. 連携事項 
上記の目的を達成するために、次の項目について連携し協力していきます。 

 

（１）産業振興及び観光振興に関すること。 

（２）食育及び健康づくりの推進に関すること。 

（３）環境対策に関すること。 

（４）地域や暮らしの安全及び安心に関すること。 

（５）子育て支援に関すること。 

（６）青少年の育成に関すること。 

（７）高齢者支援に関すること。 

（８）障害者支援に関すること。 

（９）災害対策に関すること。 

（10）その他地域社会の活性化及び市民サービスの向上に関すること。 

 

 ＜ご参考＞ 東大和市内の店舗数（2016 年 1 月末現在） 

             イトーヨーカドー：1 店舗 セブン‐イレブン：14 店舗 

 

 【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社セブン&アイ・ホールディングス 広報センター TEL.03-6238-2446 

東大和市 企画財政部企画課        TEL：042-563-2111 内線 1424 

  



 

具体的連携事項 
 

下記項目について、今後三者で検討を進めてまいります。 

 

※【IY】：株式会社イトーヨーカ堂、【SEJ】：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

 

（１）産業振興及び観光振興に関すること   

・市内産農産物の販売コーナーの設置【IY、SEJ】 

・市の観光イベント等の協力、連携【IY、SEJ】 

・市の情報発信ブース等の設置【IY、SEJ】 

・市の観光キャラクター「うまべぇ」とのコラボ商品の開発・販売【IY、SEJ】 

・市の観光キャラクター「うまべぇ」デザインの電子マネー「ｎａｎａｃｏ」発行【IY、SEJ】 

・市のグルメコンテスト「うまかんべぇ～祭」入賞メニューの普及イベントの実施【IY】 

・地域団体及び市内事業者の協力を得た料理メニューの開発・販売【IY、SEJ】 

 

（２）食育及び健康づくりの推進に関すること   

・食の安全・安心に係る取組み。食育の普及、啓発への協力【IY、SEJ】 

・食育推進教室など市が実施する食育推進に係るイベントへの協力【IY】 

・離乳食講習会、むし歯予防教室など、乳幼児向け保護者へのイベントへの協力【IY】 

・中高年齢層を対象とした健康教室、無料歯科相談などのイベントへの協力【IY】 

・各検診、健康診査の市民への周知等への協力【IY】 

・食育対象商品の開発・販売【SEJ】 

・管理栄養士が監修したバランスの取れたお弁当や惣菜等の提供【SEJ】 

・献血会場の提供【IY】 

 

（３）環境対策に関すること   

・店舗における食品廃棄物を堆肥化、飼料化する食品リサイクルの推進【IY】 

・レジ袋削減への取組み【IY、SEJ】 

・配送車のアイドリングストップ【IY、SEJ】 

・「セブン‐イレブン記念財団」による環境団体やＮＰＯ等への活動助成【SEJ】 

 

（４）地域や暮らしの安全及び安心に関すること   

・東京都市町村民 交通災害共済「ちょこっと共済」受付ブースの設置【IY】 

・消費者保護対策事業の情報提供【IY】 

・ＡＴＭ等を利用した振込め詐欺の未然防止対策推進【IY、SEJ】 

・自主防犯（強盗、万引き等の防止対策）体制の整備【IY、SEJ】 

・地域の安全対策、防犯対策の取組み、訓練等への参加。活動スペースの提供【IY、SEJ】 

・緊急事態（災害、事故）に対する通報対応【IY、SEJ】 

・警察、消防との連絡、通報体制整備及び防犯用品、ＡＥＤ等の店内配備【SEJ】 

・飲酒運転根絶運動の推進に関する取組み【SEJ】 

・配送車等による道路パトロール（道路陥没等発見・通報）【SEJ】 

 

（５）子育て支援に関すること 

   ・保育所（認可保育所や小規模保育）を設置するスペースの提供【IY】 

・IY 職員用の保育施設（事業所内保育）の設置及び市民利用枠の提供【IY】 

・学童保育所の間食（おやつ）宅配の対応【IY】 

・IY マタニティ・育児相談室との連携による子育て講座の共同開催【IY】 

・市の子育て支援イベント開催や共同開催【IY】 

・子育て便利グッズ案内やサービスの提供【IY】 

・子ども家庭支援センターにて IY の最新乳幼児玩具の紹介コーナーを設置【IY】 

・子どもの虐待通報【IY、SEJ】 

 



 

（６）青少年の育成に関すること   

・市内の小中学生を対象に行われる職場体験の受け入れ【IY、SEJ】 

・薬物乱用防止等に関する啓発活動への協力【IY】 

・セーフティステーション活動による青少年健全育成への取組み【SEJ】 

・少年・少女の非行化防止（迷惑行為となる「たまり場」化防止等）【SEJ】 

 

（７）高齢者支援に関すること   

・従業員への認知症サポーターの養成【IY、SEJ】 

・高齢者見守りネットワーク～大きな和～協力機関への参加【IY、SEJ】 

・「東大和元気ゆうゆう体操」の定期的な活動場所の提供【IY】 

・高齢者の就業や社会参加を支援するための中高年齢者の雇用促進【IY、SEJ】 

・介護マークの普及啓発【IY】 

・情報提供、相談コーナー、カフェ等の場所の提供【IY】 

・買い物が困難となった高齢者の通所介護事業所等と連携した店舗内での買い物支援【IY】 

・インターネット、スマートフォン等高齢者にわかりやすい活用講座の開催【IY】 

・セブン‐イレブンのお届けサービス「セブンミール」の提供【SEJ】 

・「御用聞き」サービスの提供（買い物アシスト）【SEJ】 

・店舗の通常営業時及び各種お届けサービスにおける見守り活動の実施【SEJ】 

・市主催の「見守り活動」の認知促進活動への参加【IY、SEJ】 

    

（８）障害者支援に関すること   

・市共同作業所連絡会や障害者就労施設の自主製品のアンテナショップ設置【IY、SEJ】 

・障害者職場体験実習事業受入協力事業所としての協力及び障害者の積極的雇用促進【IY、SEJ】 
・ヘルプカード協力事業所としての協力【IY、SEJ】 

・障害者作品展（絵画・陶芸等）開催場所の提供【IY】 

・福祉サービスに関する相談会開催の協力【IY】 

・車椅子対応トイレ設置の促進【SEJ】 

 

（９）災害対策に関すること   

・災害時食糧等供給【IY、SEJ】※IY は平成 15 年 10 月 1 日に災害協定締結済 

・災害時の一時的避難所としての支援【IY】 

・災害時の徒歩帰宅困難者に対する水道やトイレ、周辺情報の提供【IY、SEJ】 

・災害時に入手した被災状況等の地域住民への提供及び行政や警察への通報【IY、SEJ】 

・医薬部外品などの調達、供給の協力【IY、SEJ】 

・緊急事態（災害・事故）に対する情報発信（フリーＷＩＦＩの活用等）【SEJ】 

 

（10）その他地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること  

・市が関わるイベント、事業及び啓発活動のポスターの掲出及びチラシの配布【IY、SEJ】 

・外国人住民への情報提供（ポスターの掲出及びチラシの配布）の場の提供【IY、SEJ】 

・市民団体による IY 店内での公開講座や作品展実施の受け入れ【IY】 

・友好都市喜多方市の販路拡大及び物販機会提供、食材を使用した弁当や惣菜の販売【IY、SEJ】 
・市民会館事業の臨時チケット販売スペースの提供【IY】 

・市民会館事業の店内イベント時のステージ等を利用した連携【IY】 

・選挙啓発に関する店内放送の実施及び店頭における活動スペースの提供【IY、SEJ】 

・生活困窮者の自立支援に関すること【IY】 

・マルチコピー機を利用した住民票請求等、行政サービスの代行に関すること【SEJ】 

 

以上 


